
上野原市に住所を有する方

産科医療機関を受診し、R7年4月1日以降に妊娠の事実を確認

した方（医師等が胎児心拍を確認したこと）

他自治体からの【妊婦のための支援給付金（1回目）】の支給

を受けていない方

令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、【出産応

援給付金】を申請していない方

対象者

上野原市妊婦のための支援給付金

（１回目）

妊婦のための支援給付事業妊婦給付認定申請書 

振込先口座の分かる物（通帳やキャッシュカード）の写し

金額 1回の妊娠につき5万円（多胎妊娠の場合も5万円）

申請書類

申請期間 妊娠の事実を確認した日（医師等が胎児心拍を確認した日）

から2年

・・お問い合わせ先・・

上野原市こども家庭センター

☎０５５４－６２－１１９９

申請方法
母子手帳交付時（妊娠届出時）に申請できます。
※母子手帳交付のタイミングが胎児心拍確認前や当日必要書類がない場合

は、後日郵送や窓口での申請も可能です。

流産や人工妊娠中絶等を経験された方へ

　R7年度4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も、1回目給付・

2回目給付ともに申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康

手帳が必要となります。

　妊娠の届出を行うよりも前（母子健康手帳が発行される前）に、流産や人工妊娠中絶

をされた場合は、事実確認のために、医師が発行する診断書の提出が必要になります。



対象者

上野原市妊婦のための支援給付金

（２回目）

上野原市妊婦のための支援給付事業胎児の数の届出書

振込先口座の分かる物（通帳やキャッシュカード）の写し

（１回目と同様の口座で、既に市に提出していれば不要）

金額 胎児１人につき5万円

申請書類

申請期間
出産予定日の8週間前から、出産した日から２年以内

流産等をした場合は、流産等をしたことが医療機関において

確認された日から2年以内

・・お問い合わせ先・・

上野原市こども家庭センター

☎０５５４－６２－１１９９

申請方法
妊婦訪問の面接後に申請できます。

申請書類等は妊婦訪問の際にお渡しします。

流産や人工妊娠中絶等を経験された方へ
　R7年度4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も、1回目給付・

2回目給付ともに申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康

手帳が必要となります。

　妊娠の届出を行うよりも前（母子健康手帳が発行される前）に、流産や人工妊娠中絶

をされた場合は、事実確認のために、医師が発行する診断書の提出が必要になります。

上野原市内に住所を有する方

【妊婦のための支援給付金（1回目）】を受給した方

R7年3月31日以前に出産され、【出産応援給付金】を受給

後、【子育て応援給付金】を受給していない方

他の自治体で【妊婦のための支援給付金（2回目）】の給付を

受けていない方


